
岩手県医療局管理規程第１号 

 医療局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成27年３月31日 

岩手県医療局長 佐々木   信  

   医療局組織規程の一部を改正する規程                                       

 医療局組織規程（昭和35年岩手県医療局管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （病院の組織） 

第３条 病院に、次の表に掲げるところにより、部、センター

、室及び科を置く。 

 (１) 中央病院 

部 センター 室又は科 

 ［略］ 

看護部   

   

  栄養管理室 

 (２) 中央病院以外の病院                

（病院の組織） 

第３条 病院に、次の表に掲げるところにより、部、センター

、室及び科を置く。 

 (１) 中央病院 

部 センター 室又は科 

 ［略］ 

看護部   

  医師事務支援室 

  栄養管理室 

 (２) 中央病院以外の病院                

 センター 室又は科   センター 室又は科  

  ［略］     ［略］   

   ［略］     ［略］  

  感染管理室（胆沢病院、中部病院、

久慈病院及び磐井病院に限る。） 

   感染管理室（大船渡病院、胆沢病院

、中部病院、久慈病院、磐井病院及

び二戸病院に限る。） 

 

   ［略］     ［略］  

  診療情報管理室（宮古病院、大船渡

病院、胆沢病院、中部病院、久慈病

院、磐井病院、釜石病院及び二戸病

院に限る。） 

   診療情報管理室（宮古病院、大船渡

病院、胆沢病院、中部病院、久慈病

院、磐井病院、釜石病院及び二戸病

院に限る。） 

 

      医師事務支援室（宮古病院、大船渡

病院、胆沢病院、中部病院、久慈病

院、磐井病院、釜石病院及び二戸病

院に限る。） 

 

  栄養管理室    栄養管理室  

   ［略］     ［略］  

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （病院の分掌事務） 

第４条 ［略］ 

２～24 ［略］ 

 （病院の分掌事務） 

第４条 ［略］ 

２～24 ［略］ 

 25 医師事務支援室の分掌事務は、次のとおりとする。 



  (１) 医師事務作業の補助に関すること。 

 (２) 前号に掲げるもののほか、医師の補助に関すること。

（他の部、室及び科並びに事務局の主管に属するものを除

く。） 

25 ［略］ 26 ［略］ 

26 ［略］ 27 ［略］ 

27 ［略］ 28 ［略］ 

28 ［略］ 29 ［略］ 

（職） 

第５条 ［略］ 

（職） 

第５条 ［略］ 

２ 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同

表の中欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、そ

の職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

２ 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同

表の中欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、そ

の職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 区 分 職 職 務   区 分 職 職 務  

  ［略］      ［略］    

 病院   ［略］     病院  ［略］    

  医療安全管理室、

地域医療福祉連携

室、地域生活支援

連携室、診療情報

管理室及び栄養管

理室 

 ［略］     医療安全管理室、

地域医療福祉連携

室、地域生活支援

連携室、診療情報

管理室、医師事務

支援室及び栄養管

理室 

 ［略］   

   ［略］       ［略］    

３～７ ［略］ ３～７ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 
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